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はじめに

第１・第２資料は，いづれも戦後のドイツ産業の復興を支えてきたルール地方の心臓部

にあたる中核メガロポリス，ドルトムント市周辺地区にソ連崩壊以後に移住してきたロシ

ア系ユダヤ人移民，とりわけ大卒技術者移民たちのきびしいドイツ労働市場での就職状況

とその諸原因にかんする調査報告書の要約である。

先ず， は，ドルトムント大学助手のハロルド・レスラー博士の「有資格移民の第１資料

職業上の統合問題―独立国家共同体諸国よりのユダヤ人分担難民の場合―」。原典の表題

Dr Wiss Mitarbeiter Dortmund Berufliche Integrationsprobleme hoch-は， . , . , ,Harald Rüßler

qualifizierter Zuwanderer Das Beispiel der jüdischen Kontingentflüchtlinge aus den GUS-.

で ＝ 6 2000 .268－273に掲Staaten Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik ZAR S/

載された小論文である。

本論稿はノルトライン・ウェストファーレン州労働社会省とドルトムント大学の後援の

共同調査の報告書（詳細は第１資料脚注・参照）の要約である。1980年の分担難民法に

よってドイツに受入れられたユダヤ人移民ならではの特別のもろもろの手厚い社会的保護

措置とか特典を紹介したのち，ドルトムント市近郊のウナ・マッセ強制移住者・移民・外

国人・難民州管理局 の調査に基づいて同難民グループの年令・性別・家族・学歴・LUM

職種構成等の構造上の特色を明らかにしたのち，彼らが何故有資格・有能な大卒の技術者

でありながら，ドイツの労働市場に参入できないでいるのか，その苛酷な就職状況を数名

の実例をあげ，インタビュー調査をとおして明らかにしている。

さらに，こうした苛酷な就職状況の背景には何があるかをドイツとロシア各大学のカリ

キュラムなどの教育システムおよびドイツ当局の資格認定基準のちがいにまで立入って更

Ost-に具体的・実証的に追究した労作が である。原論文名は第２資料 Sabine Gruber,

europäische Ingenieureund Naturwissenschaftler im Spannungsfeld beruflicher Integration Eine.

vergleichende Analyse des Hochschuldidaktischen Zentrums Dortmund

/本原典は，1999年にポツダムのベルリン・ブランデンブルク出版社刊の .Julius H Schoeps

Willi Jasper Bernhard Vogt Ein neues Judentum in Deutschland? Fremd-und/ 共著編による“

.265Eigenbilder der russisch-jüdischen Einwanderer Verlag für Berlin-Brandenburg Potsdam P”,

Ludwigs-－290に掲載された論文である。著者のセバイン・グリューバ女史は，1952年の

生れ。テュビンゲン大学で教育学専攻。教育学部門での多方面の教授・研究活動。ドburg

ルトムント大学再教育センター および教授法研究センターの学問的・共同研究者ZWUD
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で東欧移民の教育問題にかんするもろもろの研究プロジェクト，最近はドルトムント大学

主催のプロジェクト「ドイツにおけるロシア人・ポーランド研究者仲間」にも参画してい

る。

旧ソ連邦の社会主義生産様式下の生産現場で育てられ，かなりの職歴を積んだ中高年の

ユダヤ人移民の大卒技能労働力を 化の一そう深化したすすんだドイツ企業で，どのようIT

に有効活用できるかという課題には，適切なガイダンスとか，より充実した語学研修等も

さることながら，その核心にはドイツ伝来の結実したマイスター制度のなかに彼らをどう

いった資格で取込むかという問題があった。本論稿では，先ず旧ソ連邦単科大学の自然科

学基礎教育の充実したカリキュラム制度をドイツのそれとの比較検討からはじめ，にも拘

らずドイツの外国教育資格免許認定制度のもとでは，各州ごとにその基準が異なり正当な

格付け評価がされていないケースが多く，これに対する異議申立の道すら制度的には全く

事実上塞がれているという実態は，むしろこうした制度的矛盾を活用してドイツ労働市場

が故意にドイツ人の肌にあわない外来の優秀な技能労働者の参入の選別的阻止を意図して

いるのではないかとの疑念すらいだかせかねないのである。21世紀 の東方拡大政策のEU

様ざまな政治目標のうちには，少子高令化対策もさることながら，国際的労働力の流動活

性化によって東欧圏内に埋れていた優秀な若い労働力の積極的吸収・活用等がメインの１

つになっていた。本号に紹介した拙稿「 の域外出身者の家族合流権法改正案」も，こEU

うして選別された域外国の有用な知的技能者移民の 圏内定住化を意図した法的措置のEU

１つでもある。2001年９月11日のニューヨーク貿易センタービルでの同時多発テロ事件や

国内外の右翼勢力の抬頭，そのごの野党内の動きもあって，一時頓挫したかにみえた新ド

イツ移民法 案が2002年６月20日（奇しくも翌日同月21・22日とスペEin wanderungsgezetz

イン・セビリアでの 主脳会議では「不法移民サミット」開催）ラウ大統領の署名で，EU

2003年１月より施行されることになった。本移民法は，移民を公式には認めなかったドイ

ツの従来の外国人政策を基本的に転換する内容をもっている。すなわち，専門的な知識や

技術をもつ外国人移民を積極的に受入れ，一定条件を満たせば，定住を認めるといった前

述の の家族合流権法の理念を若干先取りした内容になっている。シュレーダー政権下EU

でこれまで２年あまりにわたっておこなわれた本法案をめぐる論争には（最近漸増する反

移民ムードのなかで行われる2002年９月22日投開票のドイツ連邦議会（下院）総選挙では

新移民法がシュレーダー社民政権の運命を左右する争点となることは必至），様ざまな視

点からの批判があったものの，基本的には優秀な「役立つ」外国人労働力の活用によるド
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イツ経済の活性化がベースにあるとすれば，外国人技能資格認定基準問題の適正な解決を

避けてとおれないのではないか。そうした意味でも本資料が提起した課題は重要であり，

より実践的である。

なお，参考までに，〈高松大学紀要〉に既に発表ずみの「統一後ドイツのロシア系ユダ

ヤ人移民にかんする実態調査・研究資料の掲載号数と副題・発刊年月日を下記しておく。

実態調査・研究資料① その受入れのための法手続の実態について〈同紀要〉第36号．

.107－124．平成13年９月刊。P

同上② デュッセルドルフ・ユダヤ人ゲマインデ常務理事 ･ ハイゼ氏とのインタM S

ビュー記事および偽装移民工作調査に関する「シュピーゲル」誌記事。第37号． .93－P

120．平成14年２月刊。

（第１資料）

ドルトムント大学助手

Dr. Harald Rüßlerハロルド・レスラー博士

①
有資格移民の職業上の統合問題

―独立国家共同体諸国よりのユダヤ人分担難民の場合―

目 次

１．はじめに，ユダヤ人の移民国ドイツ

２．移民グループ構成の特色

３．就職状況。有資格者と失業者

① 労働市場の問題とその動向

② 今後の予想

４．展望

１．ユダヤ人の移民国ドイツ

ドイツは公式にはまだ移民国ではないのに，ユダヤ人については1991年以降旧ソ連邦領

地よりドイツにむけて合法的に移民できている 。彼らの入国と受入れは，1980年７月22
②
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das Gesetz über Maßnahmen日付の人道的救済活動の枠内での難民受入措置にかんする法律

( いわゆる分担für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge Hum AG

難民法 )にもとづいておこなわれた1991年１月９日付の内務大臣Kontingentflüchtlingsgesetz

の基本的取決め（合意） によるものである。この取決めを東ドイツGrundsatzvereinbarung

最後の政権（マイチュールのもとで )もすでに法規として引継いだのであunter de Maizière

る。というわけは，1990年夏には東独ではソ連邦からきたユダヤ人移民たちにすでに滞在

権 を確約していたからである。そこへいくまでの前史は，とりわけソビエト市Bleiberecht

民に出国条件の自由化をもたらしたペレストロイカとグラスノスチにまでさかのぼること

ができる。とりわけソビエト・ユダヤ人たちは今や無条件で母国をはなれることができた

のである。大多数のユダヤ人は，これによって，アメリカとかイスラエルに向けて移民し

た。アメリカはやがて分担移民数を制限し，受入国イスラエルもパレスチナ戦争で吸引力

を失っていたので，東ドイツ体制の崩壊と共に，ドイツだけが多数のソビエト・ユダヤ人

③
移民の受入先になってしまったのである。

ソビエト・ユダヤ人の移民動機の１つは，反ユダヤ主義 と内乱のおそれAntisemitismus

であり，もう一つは体制変革で移民の誘因となる不安定な経済状況によるものである。さ

らにこうした否定的なつらい見聞は，とりわけ子供たちのための移民先の国でのより確か

なより良い将来を期待させることになる。 の生存者にたいするドイツ国家の特別なShoah

責任の故にドイツ政府は超党派的にソビエト・ユダヤ人のドイツへの入国申請を実現させ

てあげる必要があると考えたのである。ユダヤ人にかんする全連邦的な移民政策の特色は

道徳的義務と気前良さ にある。さらにソビエト・ユダヤ人受入れのもう１つのGenerösität

動機にはドイツ国内のほとんど老令化してしまったユダヤ人ゲマインデを活性化し，強化

するという政治的な利益があった。もともと入国手続 規定の発行期日はEinreiseverfahren

1991年２月15日付と決定していたのに，内務大臣により先ず４月30日付，さらに1991年11

月10日付まで延期された。入国手続はビザ手続 の枠内でおこなわれ，先ずVisumsverfahren

入国申請はドイツ在外代表部で受理されるが，申請者パスポートと出生証明書を提示する

さいに本人がユダヤ人であるという証明書を提出しなければならない。ドイツ連邦共和国

とは異なり，旧ソ連邦構成諸国では民族籍 としてのユダヤ人性 が重視Nationalität Judentum

されるのであって，宗教としてのユダヤ性は重視されなかったのである。従って，ユダヤ

系ソビエト市民の国内パスポート の第５項目の民族籍欄にはユダヤ人と記入さInlandspaß

れるのである。これに対してドイツのユダヤ人ゲマインデでは すなわち，宗教法Halacha
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の条文が重要視され，同法によるとユダヤ人の母親から生れた者のみがユダヤ人となるの

である。ドイツとは異なって，ロシアではユダヤ人としての民族籍さえもった者なら誰で

もが乃至は少くとも両親のいづれか一方がユダヤ系でありさえすればユダヤ人として入国

資格をもつのである。出国希望者は出国申請者数とかドイツ外国代表部の申請書審理期間

によって大体１年以上も長期の待機期間 を強いられる。反ユダヤ的迫害とか差別Wartezeit

が検証された場合には申請審理が速まる場合もあるが，といってこうした具体的事例が移

民判定の前提にはならない。後期強制移住者 の場合の受入手続と異る点は，Spätaussiedler

ユダヤ人移民については移民割当率 はない。移出国でのドイツ語テスEinwanderungsquote

トに合格しておく必要もないのである。

unbefristete Aufenthalterlaub-ドイツのユダヤ人分担難民は外国人として無期限の滞在許可

と無制限の就労資格 をもっている。しかし，1998年１nis unbeschränkte Arbeitsberechtigung

月１日以降は就労許可義務 もなくなっている。こうした比較的Arbeitsgenehmigungspflicht

有利な法的地位にもとづいて（彼らの出身国での就労期間については法的に年金請求対象

とはならないという重要な制限はつくが），社会扶助・扶養手当・住宅手当・児童手当・

教育手当等ほとんどすべての社会給付 を文書で請求できるのである。しかし，Sozialleistung

年金受給年令のユダヤ人移民はドイツでは養老年金 を受取れないといわれてAltersruhegeld

いる 。社会法典 ＝ 第３編の雇用促進の規定によると，労働庁はユダ
④ Soazialgesetzbuch SGB

ヤ人移民に最高６ヶ月間職務参入支援措置として全日のドイツ語研修と同研修に参加期間

中の特別の参加手当を支給し，同費用は連邦が負担するとしている。ユダヤ人分担難民は

連邦労働庁，各州の該当官庁および の労働市場政策にも参入しているのである。職能EU

資格向上のためには，彼らは連邦教育促進法 の適用をBundesausbildungsförderungsgesetz

うける。さらに彼らは連邦労庁にたいして職業教育の提供を請求できる有資格者でもある。

とりわけ，若年外国人移民たちの語学研修と職業上の統合をしやすくするためにも30才以

下のユダヤ人分担難民には家族・老令者・主婦および青年にかんする連邦省のいわゆる保

証基金方針 にもとづいて補助金を申請できるし ，さらに30才以上50Garantiefondsrichtlinie ⑤

才未満の高校卒業者の再就職のための教育対策が 財団 の委託をうけてOtto-Benecke Siftung

連邦教育・研究省の資金でおこなわれている。（いわゆる大学教育受講者プログラム）ノ

ルトライン・ヴェストファーレン州にも語学研修奨励制度があって，同州の資金で強制移

住者 のために特設の３ヶ月間の就職用の語学研修コース，1997年度からはユダAussiedler

ヤ人分担難民のための同研修コースが奨励されている 。ただし，当該人物が社会法典第
⑥
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３篇の語学研修コース乃至は保証基金措置をおえているが就労乃至研修場所のないことを

参加条件にしている。

２．移民グループの構造上の特色

連邦所轄行政庁のレポートによると，1991年以降2000年４月30日現在までに115,000名

以上のユダヤ人分担難民が旧ソ連邦諸国よりドイツに入国した 。うちノルトライン・ウ
⑦

エストファーレン州へは全連邦ならびに難民手続上の受入比22.4％，したがって1991年度

から1999年度までに約30,000名がやってきた。同州ではドルトムント市とハム 市のHamm

中間地点にある 市（訳者注 ドルトムント市に隣接する衛星都市）に強制移Unna Massen

Landesstelle für Aussiedler Zuwanderer und aus-住者，移民および外国人・難民の州管理局 ，

＝ がユダヤ人移民を一時的に登録収容し，数日後ländische Flüchtlinge in Unna Massen LUM

同州内の各地方自治体に継送されるまでの間，彼らを相談・世話することを引受けたので

ある。1991年４月から1999年12月までの間に43,000件以上の入国申請が 宛にあり，LUM

うち38,000件以上の申請を承認した。残りの入国申請については，1999年12月末現在審査

中である。同州管理局のほかの統計資料によると，同州内の29,496名のソビエト・ユダヤ

人の出身地の多くはウクライナ12,782名，ロシア連邦7,779名，モルダビア1,163名である

ことが判明した。1999年度にドイツ連邦共和国が受入れたユダヤ人分担難民の69％以上が，

ウクライナとロシア連邦の出身者で占め，1991年より1999年度間に同州が受入れたユダヤ

人のうち29,248名が同州管理局によって同州内の各都市と地方自治体へ継送された。その

場合の主要な配分基準は何かというと，ユダヤ人ゲマインデのある自治体に新しいユダヤ

人難民が配分されるが，各ゲマインデ内のこれまでの収容力と今後どれ位収容が可能かを

考慮しておこなわれたにしろ，同州内のより大きな都市に移民が集積されることになり，

結局1991年度から1999年度の間には，全体の約３分の１がデュッセルドルフ（4,605名）

とドルムント（3,764名）大都市に配分・受入れられた。また同州在住のユダヤ人分担難

民の年令構成・性別・家族状況と職業・資格構成にかんしては のデータで知ることLUM

ができる。以下のべられる同構成資料はドルトムント市に関するものであるが，それはド

イツ在住ユダヤ人分担難民グループの典型でもある。（訳註 本資料末尾に参考までにウ

エストファーレンおよびノルトライン地域の1999年度のゲマインデ会員の増減・年令構成

・出入状況統計を掲載しておく。）

まず年令別報告では，1999年末までの移民中47％が45才以上である。18才－45才までの
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年令層は同期間全移民の３分の１以上である。このことから判明するのは，同時点で分担

難民の大多数が彼らの人生の中期にあるということである。したがって，他の難民グルー

プと較べても異った年令構成を示しているが，こうした年令構成はこれまで旧ソ連邦より

ドイツに移民してきたユダヤ人に特徴的なものであり，このような特色はその他の研究で

も証明されている 。次に性別報告では婦人が優位である。ベルリンのユダヤ人分担難民
⑧

グループについておこなった研究をみても，このような優位について次のように証明して

いる。すなわち，ドイツへの移民がおこなわれた初期には主として独身男性が入国したが，

その後になると比較的に多くの女性が，しかも老令の婦人が多く入国するようになったの

である 。家族構成報告ではドルトムント市にこれまで移民してきた者の60％は既婚者で
⑨

あた。家族構成員数については本報告書にはないが，ベルリンの調査によると一人子家族

が優勢である。とりわけそれはソ連邦のヨーロッパ圏の移民家族にみらEin-Kind-Familie

れる。 氏その他もまた，既婚者は75 でその平均子供数は1.2名であるとのべていSchoeps %

る 。 の報告書はウクライナとロシア出身のユダヤ人を数値的にみて，ソビエト・ユ
⑩ LUM

ダヤ人の家族構成はこれが「普通家族」であると一般化してとらえている。職業・資格構

成報告は就労者に関するものである。現在ドルトムント市に居住するユダヤ人分担難民の

半数以上54.4％は出国前には就労者であった。出国前に就業していないか乃至就業してい

なかった入国者の大部分は子供乃至は就学者と年金生活者である。同年金生活者がかつて

どういった職業・資格グループに所属していたかについては明らかでないし，私どもの統

計にはこれに関する資料はない。なお，婦人の就業率が高く，旧ソ連邦のそれと比較して

も女性家族員の就学率は高いのである。

が個別的に調査した職業・職能別報告書では，それぞれの営業活動を一定の職能LUM

・資格別に格付けしている。同報告書は次のように数値的に明記している。ドルトムント

市に居住するユダヤ人分担難民のうちの半数以上は大学卒であり，技師 ・技術Ingenieure

者 （工学者）情報学専門家 ，自然科学者，エコノミスト，医師，教Techniker Informatiker

育者，芸術家である。さらに技術者， 専門家， ･ および芸術上の有資格者DV DV Fachleute

も加えてユダヤ人分担難民の約３分の２は高度の職能有資格就労年令者としてランク付け

できるのである。こうした所見は他の調査でも確認できる 。職種・資格別グループの性
⑪

別報告では，男性は技術者・技師に，これに対して女性は医療と教育，経営に従事する者

が多いとある 。
⑫
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３．就職状況。高資格者と失業者

ノルトライン・ウエストファーレン州のユダヤ人移民グループの現在の就業状況をみる

には，とりあえず連邦労働庁作成の旧ソ連邦よりきた社会保険支払義務のある就労外国人

統計を手がかりにしよう 。ユダヤ人分Sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ausländer ⑬

担難民の就労状況の数値にかんする報告書は現在作成されていない。当該連邦労働庁の統

計には例えば旧ソ連邦からの強制移住民 の外国人家族として入国した者も算入Aussiedler

されている。したがって，同地域からやってきた社会保険支払義務のある就労外国人内に

占めるユダヤ人移民の割合について明確にすることはできない。

1999年６月30日付の1998－1999年度間の統計によると，旧ソ連邦よりノルトライン・

ウェストファーレン州にやってきた外国人で社会保険支払義務者として就労している者は

9,074名である 。同州内の約30,000名ものユダヤ人分担難民数値からすると，これは大
⑭

変低い第一次労働市場への統合率である。しかし，30,000名という数値は未就労グループ

を除いた数値である。ドルトムント市が記録した数値によると，潜在的な就労希望者率は

54.4％である。したがって，同州全体の潜在的な就労希望者率は平均55％と高いとみるこ

とができる。この％は全連邦的にも受入れられる数値でもある 。同州に移していうと，
⑮

16,500名のユダヤ人分担難民の潜在就労希望者がいるということになる。（1999年12月31

日現在）

大きく見積ると1999年度は，旧ソ連邦からの外国人のうちの約60％が社会保険支払い義

務のある就労関係にあるということになる 。ということは，大きくみて，連邦内で現在
⑯

生活しているユダヤ人移民の少くとも40％が失業していることにもなる。1998年度と較べ

てもその数値はあまり変らない。同年度は全連邦の失業率は48％と報道されていた 。ユ
⑰

ダヤ人分担難民の失業率は，比較的に高いといわれるドイツの外国人失業率とくらべても，

かなり高いことが以上の数値から判明する。社会保険支払義務のある就労関係をみる場合

には，もともと有期契約の，あらたな失業を出さない第２次労働市場の就労場所について

も考察に入れることが必要である。とりわけ，このことは地方自治体の就労プログラムに

とって重要な意味をもっている。というわけは，ユダヤ人移民の大多数は社会扶助の受給

者であり，その人たちが本来の就労制度には臨時的にしかかかわりをもっていないからで

Arbeit statt Sozial-ある 。（彼らの当面のスローガンは「社会扶助にかわる仕事を 」（
⑱

次

（訳者注）彼らの本当に熱望してるものは社会扶助ではなくて仕事口であるというhilfe!!

意味）
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移民がその受入先の社会の就労システムのなかに組込まれていくということは，社会的

統合のプロセスとして基本的指標 である。このような方法ではじeingrundlegender Indikator

めて独自の収入の確保がえられるという経済的意味においての基本的事柄は，それ故にこ

そ国家の扶助に依存して克服されうるものである。それはまた心理的にも基本的な事柄で

ある。すなわち，受入社会にたいする自己意識の確認と同社会への所属意識という意味に

おいて基本的な事柄である。そして，それがまた同時に社会統合的機能をはたすのである。

すなわち，受入社会内の役割構造と身分制度内での昇進，それに伴う安定した同時に〈正

常化〉した相互行動と相互のコミュニケーションの可能性が生れるのである。性別をとう

ことなく地域社会内の労働市場にまず適宜に参入することが第一順位をねらうコツという

テーゼがユダヤ人移民についても妥当するのである。以下「ドイツにおける難民の生活関

係」と題する調査プロジェクトのなかで３組のユダヤ人分担難民家族を調査サンプルに選

び出しておこなった詳細な伝記的インタビューにもとづいて，特殊な労働市場問題と労働

市場行動ならびにこうした移民たちの将来への希望を要約紹介しておく。

３の① 労働市場問題とその行動

多くの時間をかけておこなったインタビューの結果判明したことは，彼らがドイツの労

働市場に参入する現実のプロセスこそが重要問題であって，そのために必要となる労働許

可手続問題 とは直接関係しないという点である。と云うのもArbeitsgenehmigungsverfahren

この種の移民グループの多くが，すでにみたように，教育・研修水準からみても高度な能

力をもった人たちであるためでもある。さらに彼らは庇護移民 と較べて長期間Asylmigrant

かなり大企業で鍛えた職業実務歴を考えると，これまでに既に多様な体験と知識をもって

いる人たちである。そして出身国でえた彼らの知識をドイツで新しくえた地位のなかで蓄

積しうることもほとんどないままでいる 。持込んできた資格や潜在的な経験をもとにし
⑲

て，多くの人たちが受入国のそれぞれの職務領域で確固たる地位を占めるべく努力してい

ることも明らかにされている。大多数の人たちが自らの意志で適当な労働市場に参入でき

る可能性や方法を急いて創り出そうとしても，それに成功する者はごくわずかであること

は云うまでもない。こうした社会参加にも拘らず，ユダヤ人移民の主要な課題は相変らず

市場統合問題である。このような高度の有資格移民たちの就労伝記は労働市場にうまく参

入できないために，しばしば破局，時にはきびしい断層を体験することもある。例えば第

１次労働市場に職業資格措置でもって就労することのできた比較的少数の移民ですら，大
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抵の場合出身国で得ていたよりもはるかに低い資格・地位の職場しか得られていない。ユ

ダヤ人移民たちは，やむをえず必要上全く新しい仕事に挑戦しなくてはならないこともあ

る。その原因は例えば，コンピュータの知識の有無を資格審査の基準にするとか，自分が

受けた教育資格とか証明書がドイツでは認められないか，それとも認定されるまでにかな

りの時間がかかるといった問題にもある。大抵の場合，職業契約締結 にかBerufsabschlüß

んする一般的拘束力のある認可基準が存在していないのである。

われわれがインタビューした１人の建築技師はウクライナで長らく高層建築鉄鋼コンビ

ナートの建設監督兼設計主任として働いていたが，当該インタビュー時にはある派遣会社

の建築主任として社会保険支払義務のある就労者として働いていた。彼の「高層建築の専

門能力と指導力」という本来もつ資格にふさわしい建築技師ないしは技術者としての仕事

場をみつけ出せなかったし，長期にわたって社会扶助だけで生活したくなかったので，彼

はこうした仕事に就労してしまったのである。彼にしてみれば適格な少くともより収入の

えられる地位を週刊労働市場情報紙で探しても今日までに何ら良い成果をえられなかった

ので，人生のど真中に現在いる彼としては，これ以上諦観することを止めたのである。

モルダビアで最終的には法律顧問 として働いていた女性法律家と，ウクRechtsberaterin

ライナのいろいろな建設コンビナートで設計技師として働いていた建設技師といった私た

ちがインタビューをした２名の女性パートナーの労働市場での行動は，低い段階からはじ

まって全く新しい仕事をはじめたのに，今だに確かな出口をもたない実例である。女性法

律家の場合，彼女の言い方でいうと「私のこれまでモルダビアでやってきたような仕事は，

私にはもうタブーになったんだ」と直ぐ悟った。私はドイツでは法律家として働くことは

できない。労働局の語学研修をおえた後，先ずドイツの法制を学ぶために弁護士事務所で

実地見習いをしようと考えた。しかし，もちろん労働局の所轄就職斡旋者は彼女にたいし，

「そんなこと忘れなさいよ，貴女の年才と不十分な語学力では，そうした考えは捨てたほ

うがよい」と告げた。これに対して彼女は再教育を受けようと自ら努力した。その後，彼

女は自分のお気に入りの租税専門助手の養成コースをへて女性職員として採用されること

に成功した。しかし，まず最初の実習をみて，教育担当の責任者である斡旋者が，彼女の

ドイツ語の知識が十分でないとみなして，研修をやめるよう彼女に考えを抱かせたことは

明らかである。このことが彼女にショックであったとしても，彼女はあきらめなかった。

彼女はしばらくし，あとになって医療助手養成訓練を受けようと決心した。ドイツ系ポー

ランド医師によるこの研修はロシア人の女医の知人の斡旋によるものであった。実は彼女
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はまえまえより心配していた自分の将来の労働市場を考えて次のように判断した。「３年

間は仕事をしながら学習する。そのあと私の年令はどうか？」同時に彼女は自らの感性を

豊かにすることにも努力する。「３年間は仕事するが，自宅をもたない。しかし，ドイツ

語を話す，そうすることで私はもっと良いドイツ人になれるのだ。」

女性建築技師の場合もまた，これまで習得した職で就職口をみつけようと長らく努めて

きた。彼女の場合もまた，自らの資格に適応した職業と関係させた求職活動をしたために

成功しなかったので，自らの好む事務所関係の職種の再教育をうけて仕事をかえて稼ぎの

利益をえようとした。彼女のイニシアテブでおこなった求職活動の成果といえば，「２つ

のやり方で補欠人リストに登録したのに認可にならなかった。このような不確かな状態の

ままで就職の可能性を実現しようと努めた。私が手にしうるものを受入れようとしたが，

現在私が手に入れた唯一の可能性は家政婦コースである」大世帯でさまざまな種類の営利

活動をするためのテストに合格できるようおこなう１年間の研修は，他方で事務所関係の

仕事にも時ならぬ再教育をうけねばならぬ見込みも今なお捨てきれないので，彼女の場合

はもちろんいちがいには職業選択とはとらえきれないのである。

インタビュー時に失業中で社会扶助で生活していたもう２名の参加者がいたことにもふ

れておく。そのうちの１名は電気工とその妻の生産管理技師で６ヶ月間の義務的なドイツ

語研修コースをおえて，２年経過しているのに，就職口がないか，あるいは自分のもつ資

格にふさわしい仕事を選択中である。もう１名は出身国で大規模な冷蔵庫コンビナートの

部長という指導的地位にいた機械建設技師で，第一労働市場で，本人の面接と資格にふさ

わしいポストにつけないでいる人物である。彼がうまく参加できた「技術者のためのマ

ネージメント実務訓練」というテーマの再教育措置内容は，本人を特に啓発するものでは

なかった。（「私はモルダビアで，こんなことは既に実践しておりました」）実は，彼は

機械建設の設計者のような自分の資格にふさわしい仕事を絶えず求めていたし，とりわけ

コンピューター方式の組立ての知識をも自由に駆使できる人物であったが，財政的な理由

で経営上かげりのみえる部門で就職口を探すことをやめようとはしなかったのである。

「私は何時も仕事をしたが，もぐりの仕事 であったので，それを云うことがSchwarzarbeit

できなかった。」インタビューの時点でもちろんこんなことはなかったのであるが，わた

しどものインタビュー相手は皆ドイツ語をしゃべることに苦労しなかった人たちであった

ことをあえて強調しておきたい。労働市場の視点でみると，ドイツ語が堪能であるという

ことが実は必要条件になりえないという実例があったが，学問的に有資格の分担難民とし
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て確固たる地位を占めるためには十分ではなかったのでる。

３の② 今後の予想

さてユダヤ人移民の第１世代は自分たちのドイツへの移民についてどのような差し引き

勘定をするのだろうか。彼ら自身についていえば，自分たちの就職にたいする期待が今な

お十分に満されていないと思っていても，子供の将来を考えると自分たちの移民計画は意

味があったと思っている。自分のことを考慮しないで，あるいは自分の子供のことしか考

えない場合に，移民したことは正しい第一歩であったと一瞬口外するかもしれない。それ

は展望をもった問題処理に特有の解釈かもしれないが。大抵の人は自分自身の労働の伝記

のなかで，いくつかの苦しい断層を体験してきた。でも「移民は正しい第一歩」という

テーゼを，さらに実現するためには，次のように構想することによってのみ持続できるも

のなのである。すなわち，移民してきた第一世代の親たちは，この土地のギムナシウムで

すでによき進歩をめざして努力する自分たちの子供が，いつかは更によい生活ができるこ

とをいつも希望しているということである。

４．展 望

比較的有利な法的地位にありながら高度の資格をもったユダヤ人移民グループが，どう

しても不安定な仕事にしか就けない理由は何か，また彼らの労働市場への参入をよりよく

実現できるようにするための策は何か，といった問題がどうしてもこうした背景に出てく

Zentrum für Weiterbildung derる。ドルトムント大学再教育（継続教育とも訳す）センター

Universität Dortmunt Verein zur Förderung der Weiterbildungがドルトムント再研修促進協会

と共同で現在取組んでいる研究プロジェクトの課題とは，こうした問題の詳in Dortmund

細な共同調査である 。まず第一の問題に接近するには，移民をした人たち側にある高い
⑳

失業率のもろもろの原因は何かということが問題となる。その場合，以下のような点の不

足が問題となる。すなわち，労働市場に不適格な年令構成，それと関連した適応力と行動

力の欠如，およびドイツ語会話能力・コンピューター知識の不足がそれぞれである。例え

ば彼らが持込んだ職務にたいする固執 ，それにつながKopflastigkeit der mitgebrachten Beruf

る身分固定的とは云えないにしても現実的でない請求型の思考，社会化や家柄制度にこだ

わった特殊な行動などは，移民たちが自ら積極的に活動する妨げになる。なぜなら，アカ

デミックな職業領域では特に必要ないわゆる自らを市場に売り込む能力がそこにはみられ
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適用される。単科大学問題研究の実施・続行を後援する所轄機関はボンの でOtto-Benecke-Stiftung
ある。 前掲書．349ページ参照。Küne Rüßler/

強制移住者・移民・外国人難民のためのノルトライン・ウェストファーレン州事務局編の⑥

Krekeler Berfsorientierte Sprachkurse für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler Zuwanderer und著 ,

, 1999参照。ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen
Bericht der Beauftragten der⑦ 国家共同体からのドイツへのユダヤ人移民の数値的増加については，

,Bundesregierung für Ausländerfragen über die Lage der Ausländer in der Bundesrepublick Deutschland
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（第２資料）

ドルトムント大学再教育センター共同研究者

Sabine Gruberセバイン・グリューバー女史

職業上の統合という緊張のなかでの東欧出身技術者と自然科学技能者

―ドルトムント単科大学教授センターによる比較分析―

目 次

１．はじめに

２．困難なドイツ労働市場への参入

３．ソビエト・東欧諸国の単科大学制度

４．自然科学基礎教育の長所

５．免許認定問題

６．出身国の複合的職業領域

７．指揮・企画・チームワークの豊富な経験

８．スラブ語と文化交流の長所

９．思考力とコンピュータ技能

10．応募への助言

11．英語・ドイツ語学力の改善

12．統合の鍵となるドイツ語

13．おわりに

はじめに

Spät-90年代のドイツ国内の労働市場で，ソ連邦継承国からやってきた後期強制移住者

やユダヤ人分担難民 が彼らのもつ職種資格にふさわAussiedler Jüdische Kontingenflüchtlinge

しい仕事に就くことは仲々容易ではなかった。移民問題研究者や社会学者たちは，そのた

めにはあらかじめある方向性とか二者択一をしないで，直にこの問題群に取組みはじめた

のである。特定の移入民グループの就労状況には部分的にそれぞれ地域的な差異がみられ

Hochschuldidaktischen Zentrum derる。ドルトムント大学の単科大学教授法研究センター
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.（ ）が先ず最初に取組んだ調査対象はドルトムントとその近郊Universität Dortmund HDZ

地域である。

まず調査をはじめて判明したことは，ポーランド人・ロシア人およびその他の東欧出身

の大学卒グループの高い失業率と移民前に彼らがすでに技術者として科学技術の職務に就

労していて，自然科学部門での高級の有資格者として相当な実務経験を積んでいたと推定

される人たちである。ドルトムント大学の単科大学教授法センターは，こうした矛盾を

テーマに「東西の自然科学比較。強制移住者・分担難民の技能適格性」とタイトルを付け

た研究プロジェクトを立ちあげて，これから彼らを雇用する人たちに採用決定のための予

備情報を提供するために，ポーランドを含む主として国家共同体からやってきた移民のな

かのこうした技術者 ・自然科学者 グループの教育面にかんすIngenieur Naturwissenschaftler

る研究をはじめたのである。ドイツでは東方移民のもつ知識・経験・資格にかんして殆ど

知られていないが，ドイツ連邦共和国の供給過剰な労働市場で就職のチャンスをえるため

には，緊急に彼らのもつ資格をさらに向上させることが要請される研究領域にちがいない。

まずドイツ連邦共和国と彼らの出身国間の資格の違いにかんする比較研究のもとにしたの

は，ロシア連邦とポーランドでこれまでなされてきた自然科学や技術にかんする研究活動

（計画・プログラム・最低限の必要要件）による豊富な調査資料である。1999年３月に修

了したドルトムント市とその周辺地域に定住する30名の技術者や自然科学者たちとの質の

高いインタビューを調査の軸にした。このインタビューの際の質問事項には，本人がこれ

までに体験した教育・専門とか職業実務は云うに及ばず，就職や言語についてこれまでど

のような統合の経過をへてきたのかについても一項目を設けている。こうした２つの調査

方法から，今後彼らの就職状況の改善のためにはどのような資格修得措置や再教育（継続

教育とも云う） をほどこすべきか，またそのためにはどのようなより効果的Weiterbildung

な専門的・社会文化的な措置の導入が可能かについての具体的な開明を期待できるのであ

る。例えば，求職活動・面談とか職場の活動面でも，言語の壁をのりこえることが重要な

役割をするのである。ロシア人移民とのインタビューの際よくいわれるのは，新しい環境

のなかでの生活にたいする彼らの期待と希望にたいして，ドイツ連邦共和国内では，将来

に向けての就職の展望が開かれていないことの矛盾から生ずる問題である。旧東欧圏から

の移入民のほとんどは，性別にかかわりなく基本的には高級の勤労所得者として長らくそ

の土地で生活してきた人たちであり，とりわけ調査対象とされた人たちを分類すると，科

学的職業に就労していた人たちである。彼らは自らの物質的な生計とならんで，自分たち
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にたいする社会的評価とこうした新しい生活領域でのつりあいのとれない自らの自己評価

感情の矛盾をいだきつづけているのである。

就職難がインタビュー応接者の現地での求職活動を低下させている。30名の面接者のう

ち，ドイツにやってきて研修を受けた職種に就職できた者は，わずか３名にすぎない。し

たがって，彼らにとり全く新しい環境のなかでも活用できるのは，彼らにふさわしいこれ

までの職業経験以外にないことが明らかになっている。こうした職場のうちの２事例とも

時期的に異るが，第１事例は，工場閉鎖によるもの，第２事例は本人のもつ職種に就けな

いままに無給で５ヶ月間技師として働いていた者の場合である。インタビュー時点で就労

中の面接者はわずか１名で，彼の場合も期限付の仕事にありついていたにすぎない。面接

したもう１名の研究生は大学院ドクターコースの留学生 であり，求Doktorandenstipendium

職者ではなかった。面接者のうちの５名は連邦内で専門外乃至資格以下の職場に就労して

いた。他の１名も同様な職場に就労していた。かくして，面接応対者30名のうちの22名は，

再就職訓練校で修得した実務に就くことなく，ドイツ国内で就職できずにいるのである。

２．困難なドイツ労働市場への参入

ドルトムントで面接したグループが特殊なケースではなく，同様な問題状況は他の連邦

内の都市でもみられる。1998年２月の連邦労働庁の統計によると，1997年末旧西独内で，

59,207名の失業した技師の有資格化学者・物理学者・数学者のうち，再就職者は6,512名，

同時期の旧東独内の状況は更にきびしくて同じ職種の失業者43,685名中再就職者は1,749

名しかいなかったのである。その後の技師の労働市場とその各専門分野別のなりゆきをみ

ると，ここ２年間で電機および経営技師の就職状況は，建設技師のそれとはちがって若干

なりとも改善されてきている。もとよりその数値をみると，今後も困難な状況がつづくこ

とを明言するしかない。59,000名の技師の失業申請者にたいして，わずか4,900名分の求

人件数しかない現状である。エレクトロニクスとか情報関連技師の需要増にたいして，製

造部門の技師にたいするそれは減少傾向にある 。さらに，マーケティング・販売・顧客
①

サービス部門の知識や予備資格が殆どあらゆる分野の技術者の仕事のうえで，ますます重

要な役割をしてきているのである。国家共同体やポーランドから移住してきた技師や自然

科学者たちには，こうした状況とは一見あい入れないようにみえる。彼らの多くは，こう

した部門の経験・専門知識がほとんどわずかしかない。彼らは，ドイツ連邦共和国ではほ

とんど需要も見込みもない専門知識しかもっていない。ノルトライン・ウェストファーレ
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ン州内のドルトムントやその他の地域で1997年度の旧ソ連邦やポーランド出身の単科大学

・専門学校卒業生の再教育と資格修得講座の受講者にかんする調査によると，その大部分

はすでに需要の落込んだ建設職グループからの受講者であった。その内訳は建設部門の技

師出身者75名，機械組立・航空機組立技師出身者38名，鉱業技師出身者９名，加熱・ガス

・放送部門またはエレクトロ技師出身者は38名。これに対し，情報・マーケティング経験

の技術者は殆どいなかった。移住技師たちに対して雇用主が求める雇用要件を詳しくみる

と，今なお問題が多い。殆どの場合，40才以下の女子よりも男子で優れた専門有資格者に

しか就職の機会がない。インタビューに応じた者は大抵40才以上でしかも女性が大多数で

あった。したがって，こうした移住者たちは永い職務経験者で，なかには優れた資格をも

つ者もいるのに，彼らの職種にふさわしい職場をみつけられないでいる。大抵の移住者は，

ドイツ国内で実施の再教育と・資格修得措置を活用し職業生活の向上に努めている。とり

わけ外国語を必要とする部門では，企業の多くが，以上あげた雇用要件以外にさらに資格

を追加要求する。雇用主は大抵英語以外にできればフランス語とかスペイン語の会話力を

要求してくる。さらに，雇用主は最新レベルのデータ処理に精通していることを期待する

のである。

ドイツの労働市場では，技術者にみられるような問題が自然科学者についてもあるので

ある。1996年秋には，こうした分野での680ヶ所の空ポストに22,100名もの求職者が殺到

した。このうち女子は8,333名いた。前述のドルトムントでおこなった資格向上と再教育

行事に参加し，アンケート調査に回答をよせたロシア人とポーランド人のうちには，自然

科学者はわずか38名しかいなかった。彼らの求職先が研究部門に限定されることが，この

職業グループの就職をさらに困難にする要因となっている。そのうえ企業が職場を提供す

る際にも，きわめて高度な雇用条件をつけてくる。そのいづれの場合も，雇用パターンと

して，優れた専門知識，なみはずれた研究成果，若年令であること，さらに実務経験者で

あることを雇用要件とするのである 。こうした困難な就職状況をまえにして，東欧から
②

やってきた自然科学者の多くが，自分たちの実力不足をはっきりと認識すると同時に出身

国の長所と実務経験を説明し，ドイツの同部門に自分が特大の利益をもたらしうることを

説明せざるをえなくなる。単科大学教授センターもまた，こうした問題を説明する際，旧

ソ連邦，すなわち現在の国家共同体ならびにポーランドの教育システムと規模を省みるこ

とが必要であるとのべている。

インタビューしたユダヤ系・ドイツ系移住者は最低限ドイツのそれに類似の物理学・生
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物学・地質学といった古典的な学習コースとか技術者制度で研修をおえた人たちであった。

彼らが学んだ単科大学の輪郭を知れば，こうした様子がわかってくる。インタビューに応

じた自然科学者と技術者たちは総合大学・工科大学 ・研究所 の卒業者Polytechnik Akademie

たちであり，彼らは自然科学・数学・物理学・化学・生物学・地球物理学といった11学科

目のマスター修了資格をもっている。その他の者でも主として，土木建築（４名）機械組

立・自動車・造船（５名）エレクトロニクス・エレクトロ機械装置・電信電話（４名）そ

の他（６名）の技術者として雇用されていた。

３．ソビエト・東欧諸国の単科大学制度

以上のような研修制度の特色の良さを評価するには，ソビエトの単科大学教育の特徴を

若干検討してみる必要がある。ソビエト単科大学には総合大学 ・工科大学Universität

と研究所 という３種の伝統的制度がある。これらの学校制度の違いは，Polytechnik Institut

そこでの教育内容とか要求事項の質的なものではなくて，むしろあらかじめ当該単科大学

ごとにその都度提供され組み合わされる専門帯域幅によるものである。総合大学は自然・

社会・精神科学といった幅広い多様な領域を包括するのに対して，工科大学（現在では，

その多くが技術大学 として名称変更）は，その教育の力点を自然科Technische Universität

学と技術専門教育においている。こうした２種類の高等教育機関では，将来とならんで研

究活動がかなりの程度重要な機能をしており，そこでの学生の主たる研修活動の内容も研

究活動と他の別の研究所での共同作業である。研究所の場合はかなりの専門分野にわかれ

ていて，大抵の場合それぞれの経営部門の特殊な要求によって活動するのである。した

がって，教育水準の質的な差は単科大学のそれより低いかもしれないが，それはその時々

の制度の物質的かつ人的な配置の結果によるものである。こうしたことになったのは，か

つてのソビエト国家が，その経済目標と政治目的達成のためにどういった領域に特に力点

をおいていたかという政治的決断にも負うところが多いのである。他方モスクワや旧レニ

ングラードといった中央部にある単科大学に対しては，特別の強力な助成がおこなわれた

のに，ソビエト国内の南部および東部地域の単科大学にたいしては，はっきり云ってそれ

程でもなかったためでもある。昨年度もモスクワとサンクト・ペテルブルグのそれについ

ては特典扱いがつづいておこなわれているのである。かつてのソビエト国内の単科大学の

多くは新しい国家共同体内で西欧水準並に教育・研究を促進させる資金もこれらの従来の

水準を維持するための資金もない程に病んでいる。1996年６月９日付の〈南ドイツ新聞〉



－142－

は，ロシアの単科大学には研究計画はあっても，西欧の専門誌や論文資料購入資金すらな

いと報じた。さらにいえば，昨年度はロシアの研究予算が2.5％から0.5％削られた。さら

に頭脳流出とならんで，科学部門のエリートが移住しはじめ，なかでも自然科学部門の学

生や博士課程の学生数が３分の１縮小したと報じている。

４．自然科学基礎教育の長所

特定の課程の教育内容の質を判定すると，どんな調査も同じような成果しかえられない。

インタビュー回答者自身の多くがそれぞれの専門領域にもとづいて，かつて自分たちの受

講した教育こそが質的にも深さと大きさ共に基本的に良きものであり，かつ包括的な内容

のあるものととらえているからである。彼らは，自分たちの修得した数学・物理学その他

の自然科学の知識はドイツ国内のいかなる職場が要請する要件にも質的にも絶対十二分に

対応できるものであり，むしろドイツの多くの単科大学卒業生のそれより優れていると自

信をもっている。彼らはそのため手工具の扱い方をマスターしているので，仕事の上では

従前とは異った課題領域にまで無難に立入ってこれを引受け，それに精通しているんです

よと云う。こうした事柄を純粋に査定証明できるのは，ロシア連邦の今日の研修プラン中

の先ず初年度に占める専門領域の量的な大きさと幅の広さである。例えば，ロシア連邦内

から抽出したある単科大学，クラスノヤルスク・アエロスペース・アカデミーの機械建設

研修課程をみると，数学は１学期に週26時間 ＝ 物理学は19時間，Semesterwochenstunden SWS

化学は４時間であり，これに対して，ドイツのアーヘン工科大学 とドルトRWTH Aachen

ムント大学の場合は，数学15乃至18時間，物理学３乃至６時間，化学は３時間である。こ

うした基礎教育が義務付けられているのは，自然科学研修課程に限らず工学研修課程も同

様である。

ロシア連邦のこうした信頼のおける充実した基礎教育を高く評価することを知っている

のは，ドイツに限らず，外国の研究者・講師も同じである。周知のように，アメリカ合衆

国においても独立した各州から多くの研究者が他の単科大学に流出就職している。メデア

でよく報道される優秀な原子物理学者の第３国や危険地域への流出もまた，間接的にはそ

れを受入れる受容力があるからである。ドルトムント大学の物理・情報・機械組立・土木

建築・化学および化学技術のどの部門の専門家も，これまでの教育とその後の研究部門の

発展の間に齟齬のあることを勿論みとめていないわけではないが，従来の教育は理論的・

基礎教育性にかんする限りいずれの場合もドイツ連邦共和国においては同様に研究課程に
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照応しているとみているのである。移住してきた殆どの研究者は1989－1991年の政治的大

変動期以前の学卒者なので，こうした評価が彼らにも妥当するのである。しかし，その後

とりわけポーランドでは，より実践的な教育が積極的に評価・要求されるようになった。

そのせいもあってか，例えば情報といった個別専門部門では，ドイツ連邦の単科大学レベ

ルにまで低下しているとドルトムント大学の研究者の間でいわれている。さらにそこでの

高度の有資格研究者たちに対する十分でない賃金と他国への流出，教材設備の劣化が明ら

かに研修の質的低下を招いているのである。しかし，旧ソ連邦およびポーランドとドイツ

連邦共和国のこれまでの研修制度に関する調査資料をひっくるめて対比（なかんずく，ク

ラスノヤルスク・アエロスペースアカデミー，クラコフ工科大学，ステティン 工科Stettin

大学，ドルトムント大学およびアーヘン工科大学）してみたドイツの権威ある専門家の判

定によると，こうした自然科学の基礎教育と理論的知識にかんする限り，東欧諸国出身者

の雇用でもってドイツの労働市場にとっては極めて良質の専門家グループを自由に活用で

きることになると云う。そこで必要とされる専門技術知識およびその専門的見解にかんす

る限り，彼らはドイツの単科大学卒業者と全く同等の教育水準をもっているのである。移

住してきたこうした人たちを単科大学卒業者として雇用すれば，彼らの教育に関しては，

ドイツ人よりも優れた資質を提供してもらえるのである。もちろん，その例外は情報部門

についていえる。すなわち，最近の新しく進歩したテクノロジーの領域とか経営・計算シ

ステムの安全面についてこの国では移民者は，はっきりいって不利な条件におかれている

のである。

５．免許認定問題

一般的にいって，ドイツ連邦共和国に長期滞在しようとするユダヤ人分担難民にとって，

彼らが外国でえた大学卒業資格をドイツのそれと同等に認定してもらえるか否かという問

題が重要な意味をもつのは当然のことである。こうした認定をえるには法的にも外国での

単科大学卒業資格がドイツのそれと同等にみなされる必要がある。ところがこの国の判定

基準では，ドイツの私立の単科大学卒の資格としてしか認定されない。これに関して後期

強制移住者の場合には特別法規の適用をうけられる。しかも，この資格認定にはドイツで

の同資格に相当するという証言 の補足が必要であって，出身国とか単科大学の種Aussage

類にかんする釣り書きを必要としない。こうした人たちがドイツ国内の労働市場に組込ま

れやすくするためには，こうした特別扱いが必要である。
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ドイツの官庁がソビエトの学卒資格の格付けをおこなう際に問題となるのは，ソビエト

の単科大学の研修課程の質や等級をドイツ国内の総合大学・工科大学なみのそれに相当と

みなすか，またどの程度まで相当とみなしうるのかという点である。ドイツ連邦共和国で

は，普通外国の単科大学卒とか研修度を認定する権限は，各州にある。各州政府が旧ソ連

邦時代のさまざまな多くの単科大学の価値を高く評価し，ドイツ国内の大学と同等と認定

しているのに，各州の認定のもとになるのはドイツ連邦共和国の常設の全州文化大臣協議

会の事務局 による外国教育Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder

制度中央審議機関 の推薦である。ボンの中央審Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen

議機関は，例えばノルトライン・ウェストファーレン州よりも多くの単科大学を同等資格

ありと認定している。これに対して，同州は1988年度にはソビエトの898の単科大学のう

ちわずか30大学しか同資格を認定しなかった事実は問題というよりむしろ疑わしいと云う

べきである。しかもそこでは30大学が同じ基準で格付けされたのではなく，むしろ異った

基準で評価されているのである。調査対象となった大学グループによっては，はっきりと

同大学卒資格の低下傾向がみられる。すなわち，多くの大学卒資格 がドイツの専Diplom

門単科大学卒 と同等に扱われているのである。後期強制移住者が学Fachhochschulabschluß

卒資格認定申請をするのと同様に，ユダヤ人分担難民も等級・資格取得申請をして，大抵

認定されるが，このうち実際にドイツの大学卒と同等の実力ありとみなされる者は３分の

１にすぎない。その他の者は，少くとも技術者制度のもとでは，ドイツの専門単科大学卒

レベル程度のものである。

このような認定基準の低下が移住者の知識と実力の水準に応じてなされたものか，それ

とも単なるソ連邦の教育システム（研究所 高等工業学院 ・大学卒の技Institut Polytechnikum

術 ）の特徴を知らないためにそうなIngenieur als Bezeichung für einen Universitätsabschluß

るのか，については本稿で明らかにすることができない。ソ連邦あるいは国家共同体の大

学卒資格を大抵の場合ドイツ連邦共和国なみの資格として同等に認定しようとしない理由

は，旧東欧圏を原則として，留保条件付に取扱おうとするためなのか，それとも単なる労

働市場的視点からその資格認定を特に制限的に取扱うせいなのか，その真意について更に

熟考してみる必要がある。10年乃至20年前に設けられた現行単科大学基準を何のためらい

もなく大学卒資格の判定基準に用いていたというドイツの実情もまた問題ではないのか。

通常，なんら専門的調査もしないで，成績とか研修記録の査定のみによるこうした調査結

果を根拠にそれを制定することはできないはずである。しかし，それにしても関係当事者
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は単科大学卒資格の質の低下を認めないわけにはいかない。その理由はさまざま異ってい

る。すなわち，彼らは大抵，ドイツの教育制度のなかの卒業資格にも違いのあることに無

知であるためか，その情報をもっていないし，それがどういった結果をもたらすかも知ら

ないのである。その違いを知っている場合でも，彼らの多くは苦情を云うこともないし，

文句をいえることも知らないでいる。大抵の移民は労働市場ではどっちみち低資格の職に

しか就けないとい思い込んでいる。その本当の理由は，このような就職難の労働市場状況

のもとでは，後期強制移住者と分担難民の言語不足問題ならびに後者の外国人としての身

分が求職活動にマイナスに作用するとみられるのである。憲法上はドイツ人とみなされる

後期強制移住者ですら，大抵ドイツ語を完璧にマスターしていても彼らの東欧出身国のア

クセントのなまりをやめられないでいる。

６．出身国の複合的職業領域

ロシア・東欧移民の高年令化もまた多くの場合，労働市場にマイナスに作用している。

他方，彼らの雇主・企業主となろうとする人たちの側もロシア出身の大学卒技術者がすで

に旧ソ連邦で長期にわたる職歴をもち，ソ連邦の特殊な社会経済政策状況下で貴重な専門

・経営マネージメント知識を集積してきた人たちであるということに無知である。面接者

のうちの３分の２が，すでにソ連邦・国家共同体で10年乃至20年の職歴者であった。この

間そこで修得した技能は必ずや彼らよりも若い応募者を管理指導するより高い行動力とエ

ネルギーとなるのである。

ロシア移民の大学卒技術者はおもに，社会主義国の生産の集中している大企業とかコン

ビナートで活動していた。面接者のうちの18名は従業員100乃至1,000名規模の企業に19名

は1,000名以上の規模の企業に就職し，10,000名以上の従業員規模の大企業に就労してい

た者が９名である。計画経済体制のもとでの，とりわけこうした技術者の仕事の多くが資

本主義生産様式と同様，期限付乃至計画納期付の仕事であった。ドイツでも期限付労働で

は一定の規律性を要するので先例順守がどうしても必要となる。しかし，計画的・開発的

・指導的活動をわずかにしろ時間的に規律化することが常に合日的なのか，それともかつ

てのように非生産的でないのかについては，確かに議論に価する問題である。

面接した技術者・自然科学者の回答をみると，理論・実務の線引きがかなりあいまいで

はあるが，母国では彼らの多くがさまざまな分野の理論・実務・組織活動に参加し四角四

面の仕事をしていたことがわかる。すなわち，彼らの仕事内容は理論的かつ計画的なもの
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であり，その実務も組織活動もプロジェクトに従っておこなうことを要求されていた。こ

うした技術者グループの半数以上，すなわち大部分の者が組織をまとめる仕事に就いてお

り，したがって，関係する生産過程全体を統括するだけではなく，小さなプロジェクトに

も部門ごとに立入って組織活動をしなければならなかったことからすると，ドイツで例え

ていうと工事監督 のような職が想像されるのである。少くとも面接者の29乃至30Bauleiter

名は理論的な仕事にも就いていた。研究職に就いていた者は専ら理論的な仕事しかやって

いなかったことになる。基礎資料はともあれ，その労働過程が容易に明らかにならないよ

うな質問のたて方はその回答との関係からみて今後再検討の余地がある。指導職に就いて

いない技術者は，専ら実務に従事していた。指導職の昇進とは，その仕事内容が例えば機

械組立・機械装置テストといった実務から理論的・論理的・管理的内容の仕事へと拡大し

ていくことを意味したのである。

ところで26名の面接者の実際にしている仕事ぶりをみてみると，企画・開発・設計・分

析・調査・修理・欠陥分析といったいわゆる通常の技術者の仕事内容だけであって，何ら

特別の機能をはたしていないことが判明した。これはすでに述べてきた技術者の積極的評

価に反する者である。マイスター（主任）から職場長にいたるまでの特殊機能をもつ現場

の28名の指導・管理職を調べてみると，多くの場合，同一企業内での乃至他企業への新し

い仕事領域とか職場へ移籍ごとに指導的地位へ昇進していたことが判明したのである。９

名のロシア人調査員や科学者は特殊な専門領域で就労していた。ある生物学者は，長らく

アルツハイマー病の研究に従事していて，すでに国際会議でもその研究成果を発表してい

る。

面接者との面談で判明したことは，1990年乃至91年以降，東欧の就労者の仕事のリズム

に決定的変化がみられる点がある。1990年のソ連邦の崩壊と計画経済中止以降，求職・転

職とか前代未聞の解雇がおこなわれた。これと共に職場収入を確保するために，専らより

低いクラスの職場への就職とか生産活動に就くケースが多くみられる。新設されたばかり

の私企業への就職も選択できるのである。

７．指揮・企画・チームワークの豊富な経験

ソ連邦では，企業はその経営規模によって常時多くの部門に細分化し，各部門ごとに相

互協力する必要があったので，指導部職員は隣接領域の構成と発展を監視し，効果のある

決定を下し，総体を計画する能力をフル運転しなければならなかった。インタビューに応
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じた人たちは高度の資格と能力のあるグループ活動の経験のもち主たちである。国家社会

主義的生産様式下の典型的なコレクテブのなかにあって，彼らはほぼ同等な権利をもって

熱心に働いていたのであるが，そこでは指揮機能だけは経営参加型ではなかった。彼らの

もつ指揮機能もやがて指導職員として早晩独自の活動をすることになるが，とりあえず集

団的チーム・ワークのなかで保障されていた。以上のことから次のように結論が出てくる。

すなわち，旧ソ連邦よりきた技術者や自然科学者は個人主義的な就労スタイルにはなじみ

がないが，採用すれば共同グループ労働で培った彼らの豊富な経験がプラスになるのでは

ないかということである。ロシア人・ポーランド人・技術者・自然科学者は，企業・研究

所で働いていても，その指導力・計画的活動と個人的活動共に，もともと比較的高度な資

格をもつ人たちである。この点ではドイツ労働市場は優良な専門教育・指導活動で中核と

なる資格をもつ人物を自由に活動できる立場にある。その点について社会主義社会の計画

経済的生産は元来市場経済的に組織された生産とは質が異るからだとの反論もできるであ

りましょう。まさに再経済システムは，マクロ経済的にみると，原理的に全く異っている

が，経営学的にみると，市場経済のもとでは労働過程と経営組織が小さなところまで計画

的になされていることも明白である。こうした状況下では，狭い意味での仕事上の知識に

加えて，さらに職員たちとの交流・人事管理と包括的でかつしなやかな計画化にかんする

知識も必要になるのではないのかとインタビューの際の面談で判断したのである。このイ

ンタビュー面談でかつてのある部門の指導者がもらした次の一言は適切である。「私は50

名の従業員を管理した経験をもっている。それぞれ仕事と出身歴が異っているが，全員に

共通する言語をみつけ出す必要がある」

８．スラブ語と文化交流の長所

東欧向けの事業展開をする際に，強みになるのはロシア人・ポーランド人移民たちがい

くつかのスラブ語を自由に駆使できることである。彼らの多くは旧東欧圏の解放後ますま

す興味をそそるようになった例えばロシア語とウクライナ語，ロシア語とリトアニア語と

かポーランド語とロシア語といった少くとも２ヶ国語を完璧に会話ができるのである。さ

らにインタビューに応じた人物の大部分は，少くともドイツ語の基礎知識だけはもってい

る。これとは反対に，ドイツ人はスラブ語の知識が全くないか，わずかの会話体験しかな

い。ドイツ連邦共和国の研究者や技術者たちは，むしろこれまで英語・フランス語または

スペイン語を優先してきたためである。こうしたことからすると，ドイツ企業・国際機関
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や研究所が自然科学者乃至技術者養成教育にスラブ語を使用することは，東欧との交流面

で移民や移住者にとってもさらに良い刺激になる。

しかし，ポーランド・ロシア連邦およびその他のソ連邦継承諸国と経済関係をもつ企業

家にとっても彼らがかつての母国の精神的な事柄・考え方・習性とか習慣についてのこと

細かな知識をもっていると，これまた有利である。日常小さなプレゼントを渡すとか，飲

食前に乾杯の辞を述べるとか，取引締結後通常差し出されるウオトカを断らないというよ

うなエチケットは仕事上のコンタクトに良い印象をあたえるのである。やがてロシア人実

業家の多くが西欧風の習慣をとり入れて，こうした習慣を遵守することが仕事のうえでか

ならずしも不可欠な前提要件とならなくなったとしても，ロシア市民が西欧文化に注目し，

西欧諸国やその歴史と伝統ならびに彼らが持込んできたロシア風とかポーランド風の一連

の主義主張についてまで関心をもつようになる。そして彼らが西欧の習慣になれることだ

けを西欧側が求めているのではないことを知るのである。こうした社交方法の多くを習い

覚えることも可能であるが，巧妙なエチケットや言語を体験するには，永く外国に滞在す

ると同時に，そうした特殊な事柄を身をもって体験するための苦労をいとわずに関心をも

つことも必要である。ここで不可欠なのはわれわれにとり好ましい話し合いができる雰囲

気造りが必要なのではなくて，コンタクトを継続し，それによって稔りのあるなりゆきを

支援することである。

９．思考力とコンピュータ技能

西欧基準からみて，ソ連邦・東欧諸国の最近のコンピュータ技能に関する教育とか職場

不足のために，これらの国では最近まで今風の計算機能さえも特別の専門家に担当させね

ばならなかった。製図用鉛筆や設計算機をもちいた頭脳労働を要する重要な企画・立案・

評価作業には，例えば数学や物理学上の法則に応じた抽象的な思考力・実行力が必要であ

る。こうした理由から，ドルトムント大学の研究者は，ロシアで教育をうけた技術者や自

然科学者たちの大部分は，コンピュータ・電卓なしに計算・企画のできる優れた思考力を

もっていると判断している。これに対して，ドイツの単科大学の学生や卒業者の多くは，

公式の適用だけをうのみにして，それに必要な理論をマスターしていないために，こうし

た知識と能力に欠けている。コンピュータという万能な労働用具をもちいた社会関係自体

がこれまでのような多くの労働手段を必要としなくなり，したがって多くの知識が無駄な

無用の長物のようにみなされている。そして，どのような状況下でも必要かつ重要な知識
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が取入れられていないのである。もちろん，いわば必要に迫られて学校・単科大学で体系

的に教え込まれるロシア人移民たちの科学的思考能力の養成がドイツの一般基準にふさわ

しいコンピュータ資格者の不足を基本的に解消するものではないことは云うまでもないで

あろう。インタビューに応じた者の３分の１は，パソコン知識が全くないか，わずかしか

知らないと自評していた。回答者のうちの８名はコンピュータの活用は大変便利であると

云い，他の12名は基本的知識としてはロシア式あるいは西欧式の計算を利用していると答

えている。情報部門はここ数年・10数年間に革命的な学問進歩が期待されているのである

から，コンピュータ技術とその応用面で移民が専門資格を一そうレベルアップさせること

が必要になってきている。

10．応募への助言

ドイツ企業で技術者あるいは研究者として働いて成功するためには，例えばドイツと

ヨーロッパの建設・エネルギー関連の手続法等のドイツ国内で実施されているドイツ工業

品規格 ＝ にかんする詳細な知識が必要である。大抵の東欧移DIN Deutsche Industrie-Norm

民はこれを知らない。もちろんこうした知識の優劣について明らかに違いがある。例えば，

大学卒の数学・物理学専攻者の仕事の場合は，建設技師・設計技師とか化学者よりもこの

知識はそれ程必要でない。まず基本的には，なかでも緊急にロシア人技師たちのこうした

知識不足をおぎない，彼らに規則を遵守させる必要がある。彼らを本来の専門職に就かせ

るためには，彼らの労働市場へのチャンスを改善するだけでなく，それに必要な道具を彼

らに提供することが必要となる。個別的には，先ずドイツには普通どういった教育課程と

職業像があって，どうすればそれらを利用できるか，そのための社会的資格は何かといっ

た知識をあたえることが得策である。求人広告を慎重に選び判断できないと，目的通りの

応募はできないし，盲目的応募になってしまう。そうすることで自分のこれまでの職業資

格に相応しい仕事であるか否か，場合によっては異議を申し立てることもできるのである。

自分の職域について十分な情報をえた職種グループは，インタビューに応じた者のうちの

３分の１にすぎなかった 。このうちの10名は，少くとも職種階層とか，一般に学卒者と
③

いわれる人たちの価値とか，40才をこえた女性や母親・移民の就職難をよく知っていた。

ドイツでは職業教育が特別の専門職について積極的にも要請されているのだという点を労

働官庁や資格養成機関の担当者がもっと十分かつ合理的に助言していたならそれは意義の

あることであり，かつまた必要なことであったのである。そうしたなら求職活動をする移
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民者それぞれにたいして，現にあるなしにかかわらず，求職のチャンスを提供し，彼らに

よりふさわしい求職活動を個別的に支援できたであろう。さらに付言すれば，東欧からの

移民には，かならずドイツの経済・法制・経営・税法にかんする規則を紹介しておくこと

が望まれるのである。

11．英語・ドイツ語学力の改善

ソビエトの学校の必修科目に１外国語の修得，最終の単科大学課程でそのマスターを義

務付けている。ドルトムント調査グループが移民グループにたいしておこなった調査結果

によると，ユダヤ人分担難民は初等教育で専ら英語を必修外国語として選択していたが，

後期強制移住者の一部は少くともドイツ語を学習すべき外国語として優先選択していたと

いう。大学卒業生が長期間にわたって外国語教育を履修していても大抵の場合英語・ドイ

ツ語あるいはフランス語を完璧にマスターできていないともいわれている。インタビュー

応対者自身がこれについて会話能力不足を表明しているのである。ソ連邦時代の初等教育

制度の欠陥とか外国との交流による当時の会話実習不足が主要な原因であるとも指摘され

ている。移民たちと話をしていつもわかることは，西欧語の知識不足を悩んで，できるな

ら英語で簡単に外国文献を読むことすら避けようとしていることである。このことでは，

ドイツ人の技術者・学生が他の外国語をさておいても，英語の知識をどの程度もっている

かも疑問である。雇主がドイツの労働市場に求めているのは，専門資格として最低一外国

語のマスターを追加要望している。こうしたことでは英語を一般基準として問題にしてい

るわけではない。大多数の移民には先ずドイツ語能力の向上と完修がさらにドイツ社会の

日常にうまくとけ込んで就職チャンスを多くもつ前提になるのに，そうしようとしない。

とはいっても，その学習には多くの困難がある。最近の出版物によると，少くとも移民の

入国初年度には十分なドイツ語能力をもたずに入国してくるロシア系ユダヤ人にかぎらず，

後期強制移住者が増加しているといわれている 。 女史による強制移住者のド
④ Barbara Koller

イツ労働市場への統合状況にかんする1997年度の労働市場・職業調査報告書 によると，
⑤

もって生れたドイツ語能力とそのごの就職状況との間には何ら直接の関係をもたないこと

がわかる。関係ありとすれば，むしろ入国後のドイツ語研修次第である。むしろ，公的な

財政支援不足によるドイツ語学習コースの簡略化・縮小と受講のための待機期間の長期化

が，明らかに求職活動再開を妨げる重要な要因になっているのである。
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12．統合の鍵となるドイツ語

インタビューに応じた後期強制移住者とユダヤ人分担難民のドイツ語のマスターの度合

は，個人的に全く異っており，読解力・聴取力・表現力ともそれぞれ異っている。彼らの

半数以上の人たちはドイツ語を積極的にも消極的にもよくマスターしており，会話に関し

ては全く問題はない。会話で問題になるのは専門用語とか文章を構成するさい ，あるい
⑥

は談話中にもちいられる変化・冠詞・前置詞の文法上の特異性である。ドイツ在住歴１年

乃至２年の７名は，かなり会話が困難で，しばしば反問・補充質問とかにロシア語のたす

けが必要であった。そこでの問題は真意を伝える語彙と語学力の不足が目立つ。しかし，
ご い

全体でみると，その他の会談相手は会話の大部分について適切な表現をしていたが，彼ら

の多くが連邦共和国内での短期間滞在からすると注目される。ユダヤ人分担難民の優れた

語学力には特に注目したい。というのも大部分の彼らは渡独前にこれから使用する日常会

話を知る手がかりさえなく，学校・大学でドイツ語教育をうける機会をもたなかったから

である。ユダヤ人分担難民は後期強制移住者よりも熱心に語学研修に参加しているという

印象がインタビューをしていて解る。しかし，これをユダヤ人分担難民全グループについ

て普遍できるかについては，調査しないとわからないが，30名中１名については，そうし

た十分な根據を欠いていた。このような両グループ間の差異が出た理由の１つは，後期強

制移住者の場合は無条件にドイツ人としての助成をうけ，さらに法的にもその身分保障が

されているために，大抵自己満足しきっているためである。

すばらしいドイツ語語学力をドルトムントでのインタビューで多く確認できたのも，云

うまでもなく以下のような２組の対談相手を選択したからでもある。その１例は，専門研

究を志す職業集団であり，高度の研修教育をうけたこの種の人たちは，新しい環境のなか

で早急にこの国の言語を修得して自らの伝達能力を拡げようと並ならぬ意図をもっている

ためである。他の一例は，フィルター役になる通訳を介せずに直接ドイツ語でインタ

ビューをおこなった結果である。このような際に家族を助言者として同伴するような例外

は別にして，直接本人とドイツ語で質疑応答できるような人物しか選ばなかったためであ

る。連邦内のそれ以外の都市・地域，特にベルリン市とケルン市でおこなったドイツ語研

修にかんする調査研究では，もちろん異った結果が出てきた。そこでは，語学研修コース

の提供不足・ドイツ的な考え方の理解のむつかしさとか就職をあきらめ，むしろそれに無

関心になることがドイツ語能力を後退させていると分析報告されている。ベルリンのよう

な巨大なロシア人移民グループをかかえている大都市では，こうしたグループ内だけで殆
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ど完全に生計をたて再生産が充足されるような本格的な内部生活環境のできあがっている

移民たちの多くにとっては，ドイツ語研修は全く余計なものにみえるのである 。ベルリ
⑧

ン・ドルトムント・ケルンその他の都市でもそうであるが，移民たちのドイツ語能力をレ

ベルアップするには，質の高い色んな有料無料の語学コースを提供できるか否かにかかっ

ている 。こうした分野を十二分に支援することが，やがては移民たち自らの力でおこな
⑦

いえる求職活動を支えることになるだけでなく，成果のある精神的・社会的結合と信頼を

獲得するためには不可欠になる。

13．おわりに

ドルトムントでおこなわれた研究は，最近ドイツにやってきたポーランドとロシアの技

術者・自然科学者の就職状況すべてに妥当する結論を必要とするものではない。にもかか

わらず，ドイツの労働市場に彼らが参入するのにさまたげになるものは何か，またそうす

るにはどういった特別の資格があればできるのかにかんしては明言できる。さし迫って必

要な事柄をあげると，情報にかんする知識や特別な労働法や技術規定にかんする情報知識

の補充ならびに英語・ドイツ語の必修である。インタビューをした人たちは，そうした不

足を熟知しているので，こうした欠陥や不足を相談・コース・セミナーを通して補充する

必要と関心をもつように常に指示している。

報告書によると，調査対象にした移民グループの長所と利点は，その良質な自然科学上

の基礎教育と大企業の生産過程での指導・企画・調整にかんする長期にわたる実体験なら

びに彼らのもっている東欧の言語知識と種々の文化圏の洞察力であると述べている。こう

したものを活用すれば，市場経済下の企業が直面する複雑なもろもろの課題解決方法とし

て大いに役立つのである。ドルトムント調査グループのおこなったインタビューでは，移

民たちはどちらかというと，反省的・自覚的・親睦的でかつ率直な性格のもち主であると

の印象をあたえ，このことが新しい環境とのこれまでとはちがった率直な交流と今後の順

調な統合をさらに容易にする希望をもたせるとのべている。しかし，こうした見解に対し

また一方では，どちらかといえば，それは少例であって，面接者の個人的な認識にすぎな

いといった指摘も出ている。こうした見解や面接回答者の行動類型が職業上の統合や語学

研修さらに他の生活領域にも転用されうるか，さらに他の共同体でも実証できるか否かに

ついては今後の調査で実証されねばならない。後期強制移住者ないしはユダヤ人分担難民

としてドイツにやってきたロシア・ポーランド移民の社交力や語学力の高さについて，ド
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ルトムント調査グループは確証済みであり，彼らのもつ研究・職務上修得した資格取得能

力の高さもまた，こうしたグループの統合改善をドイツ側から支援強化に努めるはずみに

大いにならねばならないとみている。連邦共和国の労働市場にしてみれば，彼らは専門的

潜在労働資源として大いに活用できるだけでなく，労働生活・日常生活での人間的同僚を

豊かにする。もちろん移出民国にとって致命的な移民という頭脳流出はドイツ社会の経済

・文化面でも少なからずの頭脳流出をも招くことになるので，合日的的でありさらなる重

畳的な質の高い統合プログラムの策定が必要になる。

（2001年11月５日脱稿）

脚 注

「連邦労働庁公報」 1998年度。1084頁。① Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit
「諸君の仕事の将来」 ＝ ―自然科学の業務失職中の男女就労者のため② Ihre Berufliche Zukunft IBZ

の情報―1997年度第26号，５頁。

大抵の場合，ソビエト連邦育ちの技術者たちは，やがて彼らの抱く専門的な職業像とドイツ人③

のそれとはかなりくい違いのあるというむつかしさに直面するのである。

労働市場・職業調査研究所の調査統計データによると，来独した後期強制移住者のうちの30％④

はドイツ人でなかった。

女史の論稿「移民の大波，強制移住者，そこから何が起きるか？ドイツ労働市場⑤ Barbara Koller
Mitteilungen aus der Arbeitsmarktへの男女強制移住者の参入の実態」〈労働市場・職業調査報告書〉

－ , .4. 1997und Berufsforschung nr
副文節の組立て方の正誤が旧ソ連邦からの移民のドイツ語マスター度を計る印になるというわ⑥

けは，ドイツ語を流暢に問題なく話せても，スラブ語の構文ではこれがあいまいなままで直しに

くいからである。

新来の後期強制移住者・ユダヤ人分担難民のためには，各労働局 が普通６ヶ月間無料⑦ Arbeitamt
でおこなうドイツ語履修コース，福祉団体やユダヤ人ゲマインデ・キリスト教教会のおこなう各

種の補修コースとならんで，色々な財団がこれを助成している。アカデミックなプログラムを

Otto-Beneckeもって彼らの就職活動支援のため12年来活躍しているオット・ヴェネディクト財団

はこれについて比較的に良い成果をあげている組織である。本財団はドイツ語履修コースStiftung
・再履修コースと並んで各職業グループ別の専門用語履修コースとか技術者や自然科学者のため

の技術基礎英語コースをプログラムにいれている。さらに土木建設・電気工学・機械建設・メカ

トロニクの技術者のための専門用語を含む職業資格増進のためのいろいろな補修措置も実施して

いる。受講生には同財団より奨学金が支給される。年間約5,000名の学卒者が同財団に支援を申込

み，うち約1,300名が各措置で同助成をうけている。

ベルリン市に居住する移民の人種別コロニー化現象に関しては次の新刊の研究書が参考になる。⑧

Frank Gesemann Hrsg Migration und Integration in Berlin Wissenschaftliche Analysen und politische( .) －

－ ＋ , 2001. .430. 3 8100 3060 0Perspektiven Laske Budrich Opladen s ISBN- - - -
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